
令和8年6月 技術監理契約課

土木技術管理G／建築技術管理G

鈴鹿市発注工事における
週休２日制試行要領等

令和8年７月版の適用について

2026/6/29



令和８年7月改定の積算基準を適用する工事※から

三重県制定の週休２日試行要領等（令和8年７月）を適用します。

発 注 工 種 適 用 要 領 制定部署

土木工事（下水道工事含む）、港湾工事
※上水道工事も準用

週休２日制試行要領（土木工事編）（港湾工事編）令和8年７月
・土日完全週休２日制工事（発注者指定型）試行要領
・週休２日交替制工事（発注者指定型）試行要領

三重県
県土整備部

公共建築工事 公共建築工事週休２日制試行要領（令和8年７月）
・土日完全週休２日制工事試行要領（発注者指定型）

三重県
県土整備部営繕課

農業農村整備工事
週休２日制工事試行要領（令和8年７月）
・土日完全週休２日制工事（発注者指定型）試行要領
・週休２日交替制工事（発注者指定型）試行要領

三重県
農林水産部

森林整備保全工事

漁港漁場関係工事

※工事発注課が別に定める要領や期日がある場合を除く。

現行要領（令和7年７月）からの主な変更点

• 土木工事（下水道工事含む）、公共建築工事、農業農村整備工事において、経費補正を廃止

• 公共建築工事において、受注者希望型が廃止

• 港湾工事、森林整備保全工事、漁港漁場関係工事における補正係数の変更

• 経費補正を行わない工事について、月単位及び週単位の週休２日達成状況確認の廃止

（通期の週休２日の達成状況のみ確認）
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適用要領
①週単位

4週8休以上
②月単位

4週8休以上
①、②以外 成績加点条件

土木
（下水道含
む）

補正なし

全ての土日を現場閉所でき
た場合（1点）

※発注者の指示による土日
作業の平日振替え可。ただ
し振替え対象となる土曜
日・日曜日から、原則前後
２週間以内の平日への振替
えの場合のみ加点対象とす
る。
★公共建築工事は下線部分
を「原則前後各2週間以内」
に読み替える。

港湾

労務費
機械経費
共通仮設費率
現場管理費率

1.00
1.00
1.02
1.03

補正なし

公共建築 補正なし

農業農村整備 補正なし

森林整備保全
労務費
共通仮設費率
現場管理費率

1.02
1.02
1.03

労務費
共通仮設費率
現場管理費率

1.02
1.01
1.02

補正なし

漁港漁場関係

労務費
機械経費
共通仮設費率
現場管理費率

1.00
1.00
1.02
1.03

補正なし

：未達成の場合 ：当初適用係数

【土日完全週休２日制工事の補正係数一覧】

［土木（下水含む）・公共建築・農業農村］
令和８年7月に改定される積算基準は週休２日での施工を
標準とした積算体系となっているため、経費補正は行ない
ません。週休２日の達成状況に関わらず、増額変更も減額
変更もしません。

［港湾・漁場漁港］
月単位の経費で発注し、月単位の週休２日が未達成の場
合は補正分を減額変更します（週単位の概念はありませ
ん）。

［森林整備保全］
週単位の経費補正で発注し、工事の清算の際、受注者が
週単位の週休２日に取り組むことを希望しなかった場合、ま
たは週単位の週休２日が未達成の場合は、月単位の補正
係数に減額変更します。
また、月単位の週休２日を達成できなかったものについて

は、補正分を減額変更します。
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※週休２日制要領における「前後2週間」と「前後各2週間」は同じ意味で、当該事前作業指示日
の2週間前から2週間後の平日を指す。
例：事前作業指示日がR8/7/18の場合、振替日は7/6～7/31の平日であれば加点対象となる。



土日完全週休2日制工事 確認表 【記入例】
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まとめ
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鈴鹿市が発注する令和８年７月改定の積算基準を適用する工事から、三重県の週休２日試行要領（令和８年７月）を

適用します。※工事発注課が別に定める場合を除く

土木工事（下水道工事を含む）、公共建築工事、農業農村整備工事は週休２日に係る経費が積算体系に含まれている

ことから、経費補正を行いません。

週休２日確認表は通期の週休２日が確認できるものを使用してください。
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